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図書館における個人情報保護：理念と実際 
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 図書館においては，個人情報保護法の施行後も個人情報の流出・漏洩や紛失に関する事件・事故は後を絶たず，相当件数が発生している。

個人情報の盗難や紛失だけでなく，図書館システムの不備に起因する情報流出事故も発生した。また，名簿などの個人情報を含む資料の扱

いは図書館によって大きくゆれており，事件や報道の影響を受けて提供制限や受入停止をするなど図書館の根本的役割を自ら否定するよう

な運用も少なくない。本稿では，図書館業務実務における個人情報保護のあり方について，図書館の基本理念である「図書館の自由に関す

る宣言」の視点を含めて検討する。 
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1．はじめに 

「個人情報の保護に関する法律」いわゆる個人情報保護法

が 2005 年 4 月に全面施行されてから 7 年が経過したが，

図書館においては，今日に至るまで個人情報の流出・漏洩

や紛失に関する事件・事故は後を絶たず，相当件数発生し

ている。 
 また，図書館が所蔵する名簿等，個人情報を含む資料の

扱いをめぐっては法施行前後からその扱いが図書館によっ

て大きくゆれており，提供制限や受入停止など図書館の根

本的役割を自ら否定するような運用も少なくない。 
 本稿では，図書館業務実務における個人情報保護のあり

方について，個人情報保護法および関連法令（以下総称し

て「保護法制」または単に「法」「法令」という）の施行後

に生じた様々な問題を取り上げ，図書館の基本理念である

「図書館の自由に関する宣言」の視点を含めて検討する。 

2．個人情報の定義と図書館の「守備範囲」 

 法の定義によれば，「個人情報」とは氏名，住所，生年月

日，メールアドレスなど「（存命の）個人を識別できる情報」

である。社会の認識としてはこれらに加えて非公知の機微

情報（いわゆる「プライバシー」に属するもの）も含めて

一般的に「個人情報」と称されることが少なくなく，混同

されているといえるが，法令で保護されるのはあくまで前

者であり，企業等（法で定義される「民間事業者」）や独立

行政法人，地方公共団体等（公的機関）が保護する範囲は，

それぞれの法制において「個人情報データベース等」（民間

事業者）ないし「個人情報ファイル」（公的機関）と定義さ

れている範囲に限定される。 
 いっぽう，図書館界には従来「図書館の自由に関する宣

言」（日本図書館協会；以下「自由宣言」という）1)が存在

している。 
 自由宣言は，1954 年の全国図書館大会・日本図書館協会

総会で採択された。これは当初「図書館憲章」として提案

されたものから具体化したものだが，戦前・戦中に公権力

が思想統制の一環として図書館に介入し，出版物を検閲し，

閲覧を規制するなど，図書館が「思想善導」機関と化した

ことへの反省を踏まえての提起であった。また当時，朝鮮

戦争により社会情勢が不安定になってきたことや，図書館

で開催された集会について警察が介入・調査するなどの具

体的な事件を経て，図書館は自律して国民の知的自由を保

障するということを謳った宣言である。 
 だがその後，利用者のプライバシー保護に関する事件や

議論，さらに図書館員自らによる蔵書の偏向的な提供規制

などの事件を踏まえ，1979 年に改訂され現在に至る。 
 自由宣言は図書館の基本的な理念であり，また日本図書

館協会「図書館員の倫理綱領｣2)とも表裏一体をなす，図書

館の基本理念であり精神的支柱ともいえるが，この 1979
年改訂時に加えられた中に，以下のものがある。 
 
第 3 図書館は利用者の秘密を守る。 
1 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属するこ

とであり，図書館は，利用者の読書事実を外部に漏らさ

ない。ただし，憲法第 35 条にもとづく令状を確認した

場合は例外とする。 
2 図書館は，読書記録以外の図書館の利用事実に関して

も，利用者のプライバシーを侵さない。 
3 利用者の読書事実，利用事実は，図書館が業務上知り得

た秘密であって，図書館活動に従事するすべての人びと

は，この秘密を守らなければならない。 
 
 ここでいう「利用者の秘密」とは，日本図書館協会図書

館の自由委員会によれば以下のように定義される3)。 
 

(1) 利用者の氏名，住所，勤務先，在学校名，職業，家

族構成など 

＊ふじくら けいいち 文教大学越谷図書館 
〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 
Tel. 048-974-8811（代）      （原稿受領 2012.5.21）



情報の科学と技術 62 巻 8 号（2012） ― 343 ― 

(2) いつ来館（施設を利用）したかという行動記録，利

用頻度 
(3) 何を読んだかという読書事実，リクエストおよびレ

ファレンス記録 
(4) 読書傾向 
(5) 複写物入手の事実 

 
 これらを法の「個人情報」の定義と重ね合わせると，法

制上保護すべき義務が生じるのは(1)のみとなる。しかしな

がら，これら「利用者の秘密」は単に娯楽・趣味嗜好に基

づく貸出記録のような表層的なものだけでなく，利用者の

内心やセンシティブな事情に深く関与する事柄が多分に含

まれていることは容易にわかる。 
 自由宣言に法的拘束力や強制力はないとする声もある。

たとえば 2012 年 5 月に，市立図書館の指定管理を全国

チェーンの書店と提携することを発表した佐賀県武雄市の

市長は自身のブログで「貸出情報は個人情報には当たらな

い」「宣言は日本図書館協会という図書館関係者の『部分社

会』の宣言で，一般社会には法規性は何らない」と表明し

た4)。 
 発端は，指定管理者となる書店グループが全国展開する

ポイントカードを図書館利用カードと兼ねるという構想が

発表されたことによる。図書館の利用率向上を企図しての

こととされるが，利用者情報や貸出履歴の扱いへの疑問や

懸念の議論が Twitter や Facebook 等を通じて広がり，そ

れらの批判や問題提起に応えたものが上述の発言である。 
 しかしながら，ここまで述べたとおり貸出履歴は図書館

利用者のプライバシー（ひいては憲法第 19 条で定められ

る内心の自由）を多分に含んでおり，図書館は法施行以前

から自律的に「個人情報とプライバシーを保護する」こと

を強く意識して運営されていたことになる。図書館を設立

し運営する自治体首長の発言であるとはいえ「個人情報保

護法や条例に抵触しない」という理由で公的機関が軽率に

扱えるものではない。 
 この件に関して日本図書館協会は 2012年 5月 16日発行

の JLA メールマガジン第 603 号5)で「図書館の貸出履歴は

思想信条に関わる個人情報であり，慎重な扱いが求められ

る。個人情報保護に関してどのように対応するか，貸出履

歴はどのように扱われるか，市民に明らかにすべきである」

と述べている。追って 5 月 28 日付「武雄市の新・図書館

構想について」と題した見解 6)を発表し，公立の図書館が

利用者の秘密を守ることの意義をあらためて強調した。さ

らにこの中で「指定管理者の企業の本来事業に活用するた

め」に貸出履歴を「図書館運営と無関係に」提供すること

には慎重な検討が必要であるとも述べている。 
 この事案自体は現在進行形のものであるが，この見解は

当該自治体だけでなく，現在図書館業務を委託している，

あるいはこれから委託を検討する図書館には留意すべきも

のといえよう。 

3．図書館における個人情報流出の実態と類型化 

 個人情報保護法完全施行以降も，個人情報の流出・盗難・

紛失等にかかわる報道は後を絶たない。法施行半年前の

2004 年 10 月以降に報道されたもの7)のうち，図書館が関

与するものを抽出，類型化してみる。 
 
3.1 運用上の過失 
 図書館業務上，職員の不注意や個人情報の目的外使用に

起因したものに関する報道は，以下のものがある。 
 
3.1.1 利用者情報（帳票類）の紛失・盗難 
・2005 年 2 月 高槻市立中央図書館 89 件 
新規登録の利用者情報をリストに出力したものが盗難。

リスト内の女性名宅に図書館関連団体を名乗る人物から

電話があり，情報を引き出すなど悪用された。 
・2007 年 5 月 名古屋市立図書館 2 件 
・2011 年 9 月 名古屋市立図書館 1 件 
前者はブックモビルで使用した「共通貸出申込書」が紛

失した。後者は「予約割当票」を挟んだまま資料を別の

利用者に貸し出してしまった。 
 
3.1.2 業務用パソコンや記憶媒体の紛失・盗難 
・2004 年 12 月 近畿大学中央図書館 約 4 万件（盗難） 
事務室から PC ごと盗難に遭った。 

・2010 年 4 月 杉並区立桃井第二小学校 616 件（盗難） 
・2010 年 10 月 一宮市内の県立高校 199 件（盗難） 
前者は USB メモリに入っていたが暗号化されていたと

いう。後者は司書室から盗難に遭った。 
・2010 年 8 月 岐阜県図書館 12 件（紛失） 
図書の寄贈依頼をするために利用者情報を抽出・転用す

るという利用者情報の目的外使用をしたうえ，USB メモ

リを館内で紛失した。 
 
3.1.3 メールの誤送信による流出 
・2006 年 3 月 越前市立武生図書館 178 件 
・2007 年 5 月 福井県立図書館 37 件 
・2010 年 12 月 佐渡市中央図書館 149 件 
いずれも複数の利用者へのメールの宛先を BCC と指定

すべきものを TO や CC にしてしまったことで，無関係

な他者のアドレスが拡散してしまった。 
 
3.2 システム管理上の過失・業者の不注意 
・2004 年 10 月 三重県立図書館 約 13 万件 
・2010 年 4 月 葛飾区立図書館 11 件 
いずれも SE のパソコンが空き巣・置き引きに遭った。 

・2006 年 1 月 加古川市図書館 5 件 
予約画面の設定ミスによる流出。 

・2010 年 9～11 月 MDIS 社製システム 
この件は次項で述べる。 
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3.2.1 MDIS 社製システムに関連して 
 2010 年，三菱電機インフォメーションシステムズ株式会

社（以下「MDIS」という）製図書館システム「MELIL/CS」
をめぐって，そのシステムの不備に起因する多数の事件が

起きた。大きく分けると，以下の 2 つにまとめられる。 
・2010 年 3～8 月 Librahack 事件 
 個人が作成した検索プログラム（Librahack という名

称が予定されていた）が岡崎市立図書館の OPAC サーバ

に負荷をかけた。原因は MDIS のシステム側の不備で

あったが，MDIS も図書館もこれを把握しきれず「不正

アクセスによるサーバ攻撃」と判断し警察に届け出，ア

クセスログをもとに検索プログラム作者が偽計業務妨害

容疑で逮捕・勾留された。その後様々な状況・事情が判

明したことから結果として不起訴になった。 
 MDIS は自社のプログラムの甘さ（検索の頻度はサー

バ攻撃というほどのものではなく，それに耐えきれな

かったこと）と原因の検証の甘さに気づくことなく，ま

た図書館は MDIS と十分な検証を行わないまま，不正ア

クセスとして被害届を出した。警察は MDIS 側の問題を

把握しないまま逮捕・勾留に踏み切ったことなど，この

事件への対応をめぐる問題は多層化している。 
 
・2010 年 9～11 月 利用者情報流出事件 
 MDIS のシステムを使用していた宮崎県えびの市・篠

栗町，北海道栗山町，東京都中野区（報道の時系列順）

の図書館のシステムを通じて，当該図書館や中野区立図

書館，岡崎市立図書館，飛騨市立図書館などの利用者情

報がインターネットや他館に流出した。 
 これは開発段階で中野区立図書館等の利用者データを

含んだままシステムが構築され，そのまま削除されずソ

フトウェアに含まれていたことに起因する。 
 テスト用ファイルにダミーデータではなく本物の利用

者データを取り込み，かつそれをプログラムに内包した

まま販売されるという情報セキュリティ上理解しがたい

状態で日本各地に納品されていたこともさることなが

ら，図書館で導入構築する際に SE が誤ってこれらの

データを含んだファイルをインターネットにアップした

という。誤ったアップロードが 1 回で済まなかったとい

う作業手順にも問題があったといえるし，その中に「本

物の」利用者データが含まれていたことが被害を大きく

した。 
 
3.3 その他の事例 
 その他，図書館で発生した事件や図書館とは直接無関係

なものなど，図書館の直接責任といえないものとして以下

のものがある。 
・2009 年 10 月 愛知県図書館 
・2010 年 10 月 津山市立久米図書館 
前者は館内で，後者は駐車場でそれぞれ利用者が盗難被

害に遭った。 
 

 また，図書館で発生した事件ではなく，図書館を騙った

個人情報不正入手事件（未遂含む）として以下のようなも

のが報じられている。 
・2007 年 9 月 秋田県 
県立図書館を名乗り，個人情報を聞き出そうとする不審

電話（秋田市で 6 件，潟上市で 4～5 件）があった。 
・2010 年 5 月 茨城県 
「図書館であなたの俳句（短歌）が載った同人誌を見た。

新聞に掲載したい」と掲載料を要求する詐欺があった

（2009 年度で 356 件）。 

4．資料に記載された個人情報をめぐって 

 図書館が扱う「個人情報」は利用者情報だけに限らない。

各種の図書館資料には雑誌・新聞，電話帳や住宅地図，レ

ファレンスツール，学会員の名簿をはじめ様々な「生存す

る個人を特定する情報」が含まれている。そもそも，個々

の図書の著者名や掲載された略歴からして（存命人物であ

れば）それらはすべて法の定義上は「個人情報」である。 
 個人情報保護法第 2 条では，保護対象とする「個人情報

データベース等」を次のように定義している。 
 
 この法律において「個人情報データベース等」とは，個

人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものをい

う。 
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの 
二 前号に掲げるもののほか，特定の個人情報を容易に

検索することができるように体系的に構成したもの

として政令で定めるもの 
 
 この条文に照らすと，例えば OPAC や目録カードは，著

者名という「個人情報」を「体系的に構成」したものであ

る。しかしながら，そもそも資料に含まれている個人情報

に責任を負っているのはその発行者であり，図書館はそれ

らを図書館の収集方針に従って受け入れ，目録を整備し，

提供しているのである。これは図書館法に定められた基本

的な任務を果たすために当然必要なことである。 
 また，自由宣言では以下のように定めている。 
 
第 2 図書館は資料提供の自由を有する。 
1 国民の知る自由を保障するため，すべての図書館資料

は，原則として国民の自由な利用に供されるべきであ

る。 
図書館は，正当な理由がないかぎり，ある種の資料を特

別扱いしたり，資料の内容に手を加えたり，書架から撤

去したり，廃棄したりはしない。 
提供の自由は，次の場合にかぎって制限されることがあ

る。これらの制限は，極力限定して適用し，時期を経て

再検討されるべきものである。 
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの 
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの 
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(3) 寄贈または寄託資料のうち，寄贈者または寄託者が

公開を否とする非公刊資料 
 
 だが，この件をめぐっても法施行前後に様々な動きが見

られた。以下，時系列に沿って述べる。 
 
4.1 金沢市立図書館の史料をめぐる報道：2005 年 4 月 
 2005 年 4 月 14 日朝日新聞に，金沢市立玉川図書館が所

蔵する明治・大正期の受刑者名簿が閲覧停止された件が報

じられた8)。この記事が示唆する問題点は複数にわたる。 
 まず「図書館は名簿類の閲覧には応じないとする内規を

自主的に策定」した点である。「金沢市情報公開及び個人情

報保護に関する条例」第 2 条において，当該条例の対象と

なる行政情報から除外されるものを次のように定義する。 
 
ア 官報，公報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多

数の者に販売することを目的として発行されるもの 
イ 本市の図書館その他の施設において，歴史的若しくは

文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理

がされているもの 
 
 また，同条例第 48 条ではこの条例の適用除外として次

のように規定している。 
 
2 前項に規定するもののほか，図書館その他これに類する

市の施設において，市民の利用に供することを目的とし

ている行政情報及び保有個人情報については，この条例

は適用しない。 
 
 そもそもこの条例に拠れば，図書館が名簿類の提供を制

限する理由はなかったはずである。 
 次に，この記事では内閣府個人情報保護推進室の見解と

して「掲載情報から明確に子孫を特定できる場合は生存者

の情報になるため，入手の経緯にもよるが，公開すれば図

書館が処罰の対象」とある。 
 日本図書館協会は，この報道の直後に個人情報保護推進

室に問い合わせを行い，その回答の要旨が JLA メールマガ

ジン第 251 号に掲載された9)。その趣旨は「公共図書館は

個人情報保護法の適用対象外で，資料に含まれている個人

情報については出版したものに責任がある。この報道はこ

れらの前提を欠いている」と確認されている。 
 当該の史料に含まれる情報から子孫の特定は困難でな

く，受刑者名簿という性格上，この史料の無制限な公開・

提供が子孫のプライバシーを侵害するおそれは十分にあ

る。よって，結論からいえばこの史料は提供制限するにた

る理由を備えている（上に引用したように，自由宣言もす

べての資料に対して無制限の提供を認めるものではなく，

プライバシー侵害など資料の性質・事情によっては例外と

している）。しかし，この記事ではそれらの前提を抜きに，

あたかも所持・公開することが処罰の対象であるかのよう

な印象を与えている。 

 そして，記事によればこの史料を「蔵書一覧から削除し，

検索もできないようにした」うえ，館長補佐のコメントと

して「貴重な資料で所有は続けるが，研究用途も含めて閲

覧は禁じる」と締めくくられている。OPAC から削除して

しまったことで，この名簿の存在が職員以外に知られる可

能性はなくなってしまった。さらに，先の内規策定時に閉

架書庫にある同窓会名簿等も同様の措置をとっていたとの

ことである。図書館の根本的役割をおろそかにした行為で

あったといえよう。 
 
4.2 名簿類提供の動向：2005 年 6 月 
 2005 年 6 月 10 日朝日新聞（大阪社版ほか）に，全国の

都道府県立図書館において同窓会名簿や県職員録の閲覧お

よび複写について許可・制限の動向をまとめた記事が報じ

られた10)。この記事によると名簿類に対して図書館界の対

応がゆれていることがはっきり見て取れる。対象の半数が

何らかの制限，すなわち閲覧・コピー制限や調査の代行（職

員が名簿を調査），名簿部分の封印など，苦慮している様子

がうかがえる。これらのほとんどは法施行にあわせたもの

であるが，先の報道の影響があったことは疑いない。 
 
4.3 施行後 1 年・社会の批判を受けて：2006 年～ 
 2006 年になると，図書館に限らず学校や病院など，社会

全体の行き過ぎた個人情報の保護を再検討する論調が多数

見受けられるようになり，図書館に関する報道にも，個人

情報を過剰に保護したことの弊害を論じるものが散見され

るようになった。それらの記事によれば図書館が過剰な保

護の結果業務に支障を来たし，対応が改善されたというも

のも見られるが，問題点を指摘する報道もあった。2007
年 1 月 9 日放送の NHK『おはよう日本』では「図書館ど

うする“知る権利”」と題して，図書館が個人情報提供に苦

慮する様子が報じられた。その中には，図書館の側から名

簿の受入を拒否する事例までも含まれていた。 
 
4.4 悪用を受けての提供制限要請：2008 年 11 月～ 
 2008 年 11 月 17 日から 18 日にかけて，埼玉県さいたま

市と東京都中野区で，元厚生事務次官の連続殺傷事件が発

生した。同 22 日に容疑者が警察に出頭し逮捕されたが，

容疑者が「次官宅住所は（国会）図書館で調べた」と供述

したとの報道があったことから，全国の図書館に再び名簿

類の提供制限・自粛が拡がることとなった。 
 逮捕・供述の報道と前後して，厚生労働省は 19 日に国

会図書館に口頭で，26 日には都道府県教育委員会の図書館

担当所管課長宛に，厚労省関係名簿の提供制限を要請して

いたことがわかった。この要請を受けて，国立国会図書館

は「身体生命への危険がある状況だったため緊急措置」と

して厚労省の名簿を制限した（12 月 9 日に部分的解除）。

報道によれば，東京都立図書館をはじめいくつもの図書館

が名簿の利用の停止に応じている。その多くは年末・年始

にかけて解除されたが，中には要請の対象であった厚生労

働省以外の名簿も閲覧停止した館があった。 
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 2008 年 12 月 22 日毎日新聞では，都道府県立，県庁所

在地・政令指定都市の市立計 105 館を対象に行った調査結

果が報じられた 11)。これによれば，11 館が閲覧禁止，14
館が複写禁止など利用条件を新設したという。また，2009
年 1 月 12 日読売新聞もほぼ同様の調査（98 自治体）を報

じている12)。この記事では，レファレンスに対して「住所

や電話番号を除き口頭で（京都市）」や「閲覧に氏名を書か

せる（滋賀県）」など，利用の実態が紹介されている。 
 この提供制限要請をめぐって，日本図書館協会は問題点

を整理して「名簿等の利用規制について」とする見解13)を

発表したほか，山家篤夫・日本図書館協会図書館の自由委

員長（当時）は「厚労省関係職員録の緊急避難はやむを得

ないが，その他の名簿の制限は過剰反応である｣14)と，また

塩見昇・日本図書館協会理事長は「制限するか否かの判断

は慎重であるべきで，一時的な風潮に流されてはいけない｣
15)とそれぞれ取材で述べている。 
 いっぽう提供制限をしなかった館もある。事件のあった

さいたま市立図書館を含め，岩手県立図書館・和歌山県立

図書館などでは提供制限を行っていない。毎日新聞の記事

では「収集した資料の公開は図書館の使命」（群馬県立図書

館）という図書館の声にも触れられている。長野県立図書

館は厚労省の要請を受け，対応を協議した結果「自由宣言

の趣旨にのっとり閲覧希望時に注意を呼びかけるにとど

め，利用目的も尋ねない」と決めたという16)。また，同じ

記事で長野市立図書館も取材に対し「図書館の性格上，可

能な限り制限したくない。情報を必要な人はいる」「行政に

言われて閲覧制限をしてはいけない」と，館が独自に判断

する必要性を述べた。この記事でも解説されているが，長

野の図書館は『ちびくろサンボ』の廃棄の反省から図書館

の自由に関する意識が高く，このようなきわめて冷静な対

応は教訓が活かされたものといえよう。 

5．おわりに 

 ここまで，図書館において個人情報が関与する事件・事

故や対応の問題点を述べてきた。 
 まず事件・事故に関していえば本稿に挙げたのは発覚・

報道されているもののみであり，ほかにも発生しているこ

とが容易に推測できる事例が少なくない。盗難・紛失の事

例は日常業務の傍らに常に潜んでいると思われる。特に個

人情報の安易な持ち出しには注意を払う必要がある。盗難

や紛失のほとんどは，職場の中ではなく「仕事を持ち帰っ

た」ことで起こっている。これらは情報セキュリティの一

般論の範疇として，相互に問題点を気づきあい，注意しあ

うことである程度の抑止ができよう。 
 しかし，図書館システムが絡むものはその限りでない。

MDIS 社の二つの事件が図書館に突きつけた教訓は「図書

館員はシステムに無知あるいは無関心であってはならな

い」ということである。すべての図書館員がシステムの知

識や構造を熟知することは不可能だろうが，知識を持った

職員が複数いれば，Librahack 事件は逮捕者を出さずに済

んだかもしれない（知識を持つ者が一人では，その人物の

判断が誤っていた場合に抑止することができない）。 
 そして，資料に含まれる個人情報の扱いについては，原

則として提供と公開をすることが図書館の役割であるとい

うことを忘れてはならない。資料の閲覧制限は緊急の必要

があった場合でも最低限度にとどめるべきであるし，そも

そも受入をしないということは，図書館法第 3 条に定めら

れる「土地の事情及び一般公衆の希望にそい，更に学校教

育を援助し得るように留意し」資料を収集し，利用に供す

るという任務を果たし得ない。 
「無難な対応」に傾く安直で軽率な判断や対応は，利用者

の信頼を失い，結果的に図書館自らの足元を掘り崩すこと

につながる。しかしながら，図書館から訓練と経験を積ん

だ司書や館長が減少しつつある昨今，前項で挙げた長野県

立図書館，長野市立図書館のような冷静で的確な判断は難

しくなってきているかもしれない（これは図書館運営を安

易に考えてきた行政や図書館経営層の責任でもある）。 
 
 保護法制はあくまで法令で定める範囲において「個人情

報」を保護することを義務づけているが，自由宣言はその

法制の成立以前から図書館は個人情報を含む「利用者の秘

密」を守り，個人情報を含む「資料を提供」することを図

書館の基本的な任務と役割として謳ってきた。 
 図書館における個人情報保護および情報セキュリティの

最大の課題は，図書館自らが「問題を認識する能力」をど

こまで高めることができるかという点にある。そのために

は，図書館で働くひとりひとりの図書館員が，自律的に図

書館の任務と役割を理解する必要があろう。 
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